	基本金の取崩しについて（協議）
令和　　年　　月　　日

　堺市長　様

　　社会福祉法人が実施する事業について基本金の取り崩しを行うので、次のとおり協議します。


	申請者
	主たる事務

所の所在地
	

	
	名称
	（ふりがな）

	
	
	

	
	理事長の氏名
	（ふりがな）

	
	
	

	基本金を

取崩すこと

となる事業
	

	事業廃止の

理由
	

	基本金の
取崩し額
	円

	基本金組み入れの対象となった基本財産又はその他の固定資産の廃棄又は売却の内容
	処分額
	

	
	廃棄又は

売却の別
	廃棄　　　　・　　　売却

	
	処分財産
	


「基本金の取崩しについて（協議）」

提 出 時 の 注 意 点

（提出時期）

社会福祉法人が事業の一部又は全部を廃止し、かつ基本金組入れの対象となった基本財産又はその他の固定資産が廃棄され、又は、売却する場合は、当該事業に関して組み入れられた基本金の一部又は全部を取崩すこととなります。

基本金の取崩しについては、事前に所轄庁に協議し、内容の審査を受けなければならないこととされておりますので、基本金の状況を精査し、事前に協議書をご提出ください。

（作成上の注意）

書類は、各１部作成すること。

（添付書類）

必ず添付するもの

	
	書類名
	説明

	１
	　財産目録
	前年度末現在のもの（法人内の適切な手続を経たもの）

	２
	　事業廃止届出受理書
	写し

	３
	　当該取崩し事業の属する拠点区分貸借対照表
	法人内の適切な手続きを経たもの

	４
	　基本金明細書
	法人内の適切な手続きを経たもの


不動産の処分時に必要なもの

	
	書類名
	説明

	５
	　処分対象物件の不動産登記事項証明書
	　原本又は写し

	６
	　処分対象物件の評価鑑定書（売却等する場合）
	　写し

	７
	　売却金の使途等の説明書
	　


現金の処分時に必要なもの

	
	書類名
	説明

	８
	　処分対象現金の預貯金残高証明書
	原本又は写し、申請時直近のもの。

複数の場合、証明日は同一。

	９
	　処分金の使途等の説明書
	　任意様式


2

